
地域包括ケアとは

「地域包括ケアシステム」は、
30分で駆けつけられる圏域

ニーズに応じた住宅が提供されることを基本として上で、生活上の安全・安心・健康を確保するた
めに、医療や介護のみならず、福祉サービスを含めた様々な生活支援サービスが
日常生活の場（日常生活圏域）で適切に提供できるような地域での体制

福祉 住宅

介護 医療
・ 在宅支援療養診療所
・ 訪問看護
・ 医療連携

・ 24時間巡回型訪問サービス
・ 施設整備の推進
・ 介護職員の痰の吸引等

配食、見守り、緊急時対応、権利
擁護、虐待防止といった生活支援
サービス ケア付き高齢者住宅の整備
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地域包括支援センターについて

○ 高齢者が住み慣れた地域で、安心してその人らしい生活を継続することができるようにするためには、介護サービ
スをはじめ、さまざまなサービスが高齢者のニーズや状態の変化に応じて、切れ目なく提供される必要があります
（ 「地域包括ケア」の実現）。

○ こうした高齢者の生活を支える役割を果たす総合機関として「地域包括支援センター」が設置されました。

○ 高齢者が住み慣れた地域で、安心してその人らしい生活を継続することができるようにするためには、介護サービ
スをはじめ、さまざまなサービスが高齢者のニーズや状態の変化に応じて、切れ目なく提供される必要があります
（ 「地域包括ケア」の実現）。

○ こうした高齢者の生活を支える役割を果たす総合機関として「地域包括支援センター」が設置されました。

ケアチーム

・日常的個別指導・相談
・支援困難事例等への指導・助言
・地域でのケアマネジャーのネット
ワークの構築

総合相談・支援事業
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地域包括支援センター（地域包括ケアシステム）のイメージ

・アセスメントの実施
↓

・プランの策定
↓

・事業者による事業実施
↓

・再アセスメント

被保険者

主治医

多職種協働・連携の実現支援

連携

行政機関、保健所、医療機関、児童相

談所など必要なサービスにつなぐ

多面的（制度横断的）支援の展開

介護サービス

成年後見制度

地域権利擁護

医療サービス ヘルスサービス

虐待防止

主治医

ボランティア

民生委員

包括的・継続的ケアマネジメント
支援事業

地域医師会、福祉
関係団体、介護支
援専門員等の職能

団体

利用者、被保険者（老人クラブ等）介護保険サービスの関係者

ＮＰＯ等の地域サー
ビスの関係者

権利擁護・相談を担う関係者

主任ケア
マネジャー等

地域包括支援センター
運営協議会

介護予防ケアマネジメント事業

・センターの運営支援、評価 ・中立性の確保
・地域資源のネットワーク化 ・人材確保支援

保健師等

社会福祉士等

介護相談員

チームアプローチ

虐待防止・早期発見、権利擁護

居宅介護支援
事業所

⇒市区町村ごとに設置
（市区町村が事務局）

包括的支援事業の円滑な実
施、センターの中立性・公正
性の確保の観点から、地域
の実情を踏まえ、選定。

地域包括支援センターとは何か
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